
（平成２３年１月２６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 38 件

国民年金関係 7 件

厚生年金関係 31 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 43 件

国民年金関係 21 件

厚生年金関係 22 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



千葉国民年金 事案 3214 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 
 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44 年 10 月から同年 12 月まで 

    私は昭和 43 年度の国民年金保険料を区役所で納付し、44 年度からの

保険料は銀行で納付してきたのに、申立期間が未納とされていること

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は３か月と短期間であり、前後の期間の国民年金保険料は納付

済みとなっている上、申立人は申立期間を除き、国民年金の加入手続を

行った昭和 43 年４月以降 60 歳に到達するまでの保険料を完納している

ことから、保険料の納付意識は高かったものと推認され、申立人は申立

期間の保険料を納付していたと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 3215 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和61年４月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和61年４月から同年９月まで 

    私は、申立期間当時、夫婦で事業所を経営しており、国民年金保険料

はきちんと納付するようにしていた。私が、夫婦二人分の保険料を納付

していた。申立期間の保険料を納付したのに、未納とされていることは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和57年４月頃に国民年金に加入し、加入以降は申立期間を

除き国民年金保険料の未納は無く、厚生年金保険と国民年金の切替手続を

適切に行っていることから、申立期間当時は申立人自身が国民年金の諸手

続に関与し、保険料を納付していたとの申述には信 憑
ぴょう

   また、申立期間は、６か月と短期間であり、前後の期間の保険料は納付

済みであることから、申立人が申立期間の保険料を納付していたと考える

のが自然である。 

性が認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 3216 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年４月から 62 年３月まで 

    私は、昭和 61 年３月に大学を卒業後、同年４月からＡ（職種）とし

て勤務することとなり、同年３月に国民年金の加入手続を行い、申立

期間の国民年金保険料は全て納付していたはずであり、申立期間が未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳に記載されている国民年金記号番号は、昭和

62 年６月２日に社会保険事務所（当時）からＢ市に払い出された記号番

号の一つであり、前後の記号番号の被保険者の納付記録等から、申立人

の国民年金の加入手続は同年７月下旬に行われたと推認され、この時点

で、申立期間は国民年金保険料を過年度納付することが可能な期間であ

る。 

   また、オンライン記録により、申立人が国民年金の加入手続をした時期

に近接する昭和 62 年７月 27 日に過年度納付書を作成したことが確認で

きることから、申立人は加入手続を行った時点で、申立期間の保険料を

納付する意思があったことがうかがえる。 

   さらに、申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き

保険料を全て納付していることを考慮すると、申立期間の保険料を納付

していたものと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 3217 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年１月から同年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月から同年５月まで 

    私は、Ａ社を退職後、雇用保険、国民健康保険及び国民年金の加入手

続を行った。雇用保険を受給しながら家計をやりくりして、国民年金保

険料４万円ぐらいを納付したことをはっきり覚えているので記録の確認

をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳には、初めて国民年金の被保険者になった日

は平成元年１月８日と記載されており、申立人の国民年金の加入手続は、

申立人の国民年金記号番号の前後の被保険者の資格取得日から同年３月上

旬に行われたと考えられ、この時点で、申立期間の国民年金保険料は現年

度納付が可能である。 

   また、申立人が主張する国民年金の加入手続を行った時期、保険料の納

付額及び納付方法は、申立期間に係る保険料収納状況とおおむね一致して

いる。 

   さらに、申立期間は加入手続当初の５か月と短期間である上、申立期間

以降は、厚生年金保険から国民年金の種別変更手続を全て適正に行い、保

険料を納付していることを考慮すると、国民年金加入手続当初から保険料

が未納となっていることは不自然であり、申立期間の保険料を納付してい

たものと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 3218 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和45年１月から46年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和45年１月から46年３月まで 

    私は、昭和45年４月頃にＡ郡Ｂ町（現在は、Ｃ市）の男性職員が自宅

に来て国民年金の加入を勧められ、それから何度も自宅に来て国民年金

の加入の重要性について説明を受けたので、その後、Ｂ町役場（現在は、

Ｃ市役所Ｄ支所）で国民年金の加入手続を行い、就職が決まった46年の

春先に父から国民年金保険料を納付するためにお金を借りて、同町役場

で一括納付したはずなのに申立期間が未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、就職が決まる直前の昭和46年春先に、Ｂ町役場で国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を一括納付したと主張しているところ、

Ｃ市の保管する申立人の国民年金被保険者名簿は二つあり、その一つには、

受付年月日が「46.3.24」と読み取れる押印があることから、申立人の申

述どおり、昭和46年３月24日に申立人の加入手続が行われたことがうかが

える。 

   また、上記被保険者名簿には国民年金被保険者資格の喪失に係る記録は

無く、もう一つの被保険者名簿には資格取得日及び資格喪失日が誤って記

載されている上、受付年月日は申立人が国民年金の被保険者資格を喪失し

た１年７か月後の昭和47年10月23日と記録されていることから、申立人に

係る国民年金の記録管理が適正に行われていなかった可能性がうかがえる。 

   さらに、申立期間は加入当初の15か月と比較的短期間であり、申立人が

申述する加入手続及び保険料の納付状況は、当時のＢ町における国民年金



事務取扱いとおおむね一致していること、及び申立人に申立期間の保険料

納付を促したとする両親は、国民年金加入期間の保険料を全て納付してい

ることを考慮すると、申立人は申立期間の保険料を納付していたと考える

のが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



千葉国民年金 事案 3219 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年４月から 52 年 10 月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年３月から 52 年 10 月まで 

    私は、結婚するため昭和 47 年３月に会社を退職後、すぐに国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料を全て納付してきたはずであるが、

申立期間について未加入の記録とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 特殊台帳では、申立人の被保険者資格取得日が昭和 47 年３月 21 日

（強制）から 52 年 11 月１日（任意）に訂正され、申立期間は未加入

期間として取り扱われているが、申立人が所持する年金手帳及びＡ町

の被保険者名簿では、47 年３月 21 日に資格を取得し、52 年 11 月１日

に強制加入から任意加入に種別変更したことが記載されており、申立

期間は強制加入期間として取り扱われていることが確認できる。 

    また、申立期間のうち、昭和 50 年４月から 52 年 10 月までの期間に

ついては、特殊台帳及びＡ町（現在は、Ｂ市）の被保険者名簿により、

申立人は当該期間の国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

    さらに、特殊台帳及びオンライン記録において、当該期間の保険料を

還付した形跡は見当たらない。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 47 年３月から 50 年３月までの期間につ

いては、申立人の国民年金手帳記号番号は、同年１月 30 日に社会保険

事務所（当時）からＡ町に払い出された番号のうちの一つであり、申

立人の夫と連番で払い出されていること、及び夫の厚生年金保険の被

保険者資格喪失日が同年５月１日であることを考え合わせると、申立



人及びその夫は、同年５月頃に国民年金の加入手続を行ったと推認で

き、当該期間は第２回、第３回特例納付及び過年度納付することが可

能であるが、申立人は、過去に遡って保険料を一括で納付した記憶は

無いと申述している上、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムに

よる縦覧調査の結果、申立人に当該期間の保険料を現年度納付する前

提となる別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

    また、申立人が現在所持している年金手帳は、結婚後の姓で発行され

ている上、申立人は、昭和 47 年当時に発行された国民年金手帳の色及

び結婚時の氏名変更手続に関する記憶が曖昧である。 

    さらに、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 50 年４月から 52 年 10 月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。



千葉国民年金 事案 3220 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年４月から 53 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年４月から 53 年１月まで 

    私は、Ａ社を退職後、Ｂ区のアパートに住所を置いたまま、一時、Ｃ

県にある実家のＤ（業種）を手伝い、家業の取引先がＥ市にあったため

Ｃ県とＦ方面を頻繁に往復していた。 

    そのときに、母から国民年金保険料は納付しておくようにと、お金を

渡されたのでＢ区Ｇにあった区の役所で納付していたのに、申立期間が

未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により昭和

52 年５月 13 日に払い出されていることが確認できることから、申立人は

同年４月に厚生年金保険の被保険者資格を喪失後すぐに国民年金の加入手

続を行ったことが推認され、国民年金保険料を納付する意思があったこと

がうかがわれる。 

   また、国民年金の加入手続を行った時点において、申立期間は現年度納

付が可能であり、申立人は申立期間以外に未納は無く、申立期間は 10 か

月と短期間であることを踏まえると、申立人は申立期間の保険料を納付し

ていたものと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

千葉厚生年金 事案 3088 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額の記録を 50 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成３年３月１日から同年９月 30 日まで 

私は、平成元年11月１日から３年９月30日までＡ社に勤務した。その

間、給与を下げられた記憶が無いのに、同年３月から同年９月までの厚

生年金保険の標準報酬月額が下げられていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成３年９月 30 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いるところ、オンライン記録により、申立人の標準報酬月額の記録は、そ

の翌月の同年 10 月 28 日付けで、同年 10 月１日の定時決定を取り消し、

同年３月１日に遡って 50 万円から 44 万円に減額訂正されており、申立人

のほかに同様の減額訂正を行われている者が二人確認できるが、社会保険

事務所において、このような処理を行うべき合理的な理由は見当たらない。 

また、Ａ社の閉鎖事項全部証明書により、申立人は、共同代表取締役の

一人であったが、これら減額訂正が行われる前の平成３年４月 25 日に代

表取締役を辞任し、取締役になっていることが確認できる。 

さらに、申立人は、「社長に頼まれて取締役になったが、Ｂ(職種)の仕

事をしていたので、社会保険関係の手続に関わっていない。」と供述して

いるところ、複数の元同僚は、「申立人は、厚生年金保険の手続には関わ

っていなかったと思う。」、「厚生年金保険の事務手続は、社長が一人で

行っていた。」と供述していることから、申立人は、当該標準報酬月額の

減額訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の記録訂正は有効なものと

は認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出たとおり、50 万円に訂正することが必要である。



  

千葉厚生年金 事案 3089 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 18 年５月から 20 年９月までの期間に

おける標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、18 年５月から同年８月

までは 26 万円、同年９月から 19 年８月までは 24 万円、同年９月から 20

年９月までは 26 万円とされているところ、当該標準報酬月額は厚生年金

保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎とな

る標準報酬月額は訂正前の 12 万 6,000 円とされているが、申立人は、申

立期間のうち、19 年 10 月から同年 12 月を除く期間について、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の当該期間における標準報酬月額に係る記録を

18 年５月及び同年６月は 24 万円、同年７月は 22 万円、同年８月は 26 万

円、同年９月及び同年 10 月は 22 万円、同年 11 月から 19 年９月まで及び

20 年１月から同年９月までは 24 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく保険料（訂正

前の標準報酬月額（12 万 6,000 円）に基づく保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間のうち、平成 19 年８月８日、同年 12 月 18

日及び 20 年８月８日に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならないとされているが、

申立人は、当該期間に係る保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立

人の当該期間の標準賞与に係る記録を、19 年８月８日及び同年 12 月 18

日は 21 万 1,000 円、20 年８月８日は 20 万 2,000 円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 



  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成18年５月１日から20年10月１日まで 

             ② 平成19年８月８日 

             ③ 平成19年12月18日 

             ④ 平成20年８月８日 

    私の申立期間①の標準報酬月額が、給与から控除された厚生年金保険

料に比べ低くなっているので、訂正してほしい。 

また、申立期間②、③及び④の標準賞与額は、賞与から保険料を控除

されたにもかかわらず記録が無いので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①の標準報酬月額については、オンライン記録によれば、当

初、12 万 6,000 円と記録されていたが、当該期間に係る厚生年金保険

料の徴収権が時効により消滅した後の平成 22 年 11 月５日に、18 年５

月から同年８月までは 26 万円、同年９月から 19 年８月までは 24 万円、

同年９月から 20 年９月までは 26 万円に、それぞれ訂正されたところ、

厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額計算の基礎となる標

準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額ではなく、当初記録されてい

た標準報酬月額となっている。 

しかし、申立人から提出された個人給与台帳（平成 18 年５月から 19

年７月まで）、給与明細書（同年８月、同年 11 月から 20 年９月まで）

及びＡ社から提出された給与支給控除一覧表（19 年９月及び同年 10

月）により、申立期間のうち同年 10 月から同年 12 月を除く期間におい

て、社会保険事務所（当時）に届け出られている標準報酬月額に基づく

保険料よりも高い保険料を事業主より給与から控除されていたことが認

められる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方を認定するこ

ととなる。 

    したがって、申立人の申立期間①のうち、平成 19 年 10 月から同年

12 月を除く期間に係る標準報酬月額については、特例法に基づき、18

年５月及び同年６月は 24 万円、同年７月は 22 万円、同年８月は 26 万

円、同年９月及び同年 10 月は 22 万円、同年 11 月から 19 年９月まで及

び 20 年１月から同年９月までは 24 万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の届出



  

を社会保険事務所に対し誤って提出し当該期間に係る保険料について過

少な納付であったことを認めていることから、適正に履行していないと

認められる。 

    なお、申立期間①のうち、平成 19 年 10 月から同年 12 月については、

申立人から提出された給与明細書により、社会保険事務所に当初届けら

れている標準報酬月額に基づく保険料と同額であることが確認できるこ

とから、特例法による記録の訂正の対象に当たらないため、あっせんは

行わない。 

 

  ２ 申立期間②、③及び④の標準賞与額については、オンライン記録によ

れば、平成 22 年 11 月８日に届け出られているが、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の基礎とならない記録とされている。 

    しかし、申立人から提出された賞与明細書（19 年８月、同年 12 月及

び 20 年８月）により、19 年８月８日及び同年 12 月 18 日は 21 万 1,000

円、20 年８月８日は 20 万 2,000 円の標準賞与額に基づく保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事

業主が申立期間②、③及び④当時に届出を誤ったとして訂正の届出を行

っていることから、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3090 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 40 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を１万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年９月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 39 年７月 22 日にＡ社に入社し、48 年３月 15 日まで継続

して同社及びそのグループ会社で勤務していた。 

    申立期間中は、会社が分社化したことにより昭和 40 年 10 月１日にＣ

社に人事異動になったが、Ａ社の資格喪失日が同年９月１日となってお

り、１か月が空白となっているので、厚生年金保険の被保険者期間を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された人事記録及び雇用保険の加入記録から判断すると、

申立人は、Ａ社及びその関連会社に継続して勤務し（昭和 40 年 10 月１日

にＡ社からＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

40 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としているが、申立人と同時期にＡ社

からＣ社に異動した数十人に同様な被保険者期間の欠落が見られ、事業主

の届出誤りが推測されることから、事業主は昭和 40 年９月１日を資格喪



  

失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 40 年

９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3091 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日及び

16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 37 万円、同年 12 月 25 日に係る標準

賞与額は 36 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、37 万円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料



  

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、36 万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3092 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日及び

16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 12 万円、同年 12 月 25 日に係る標準

賞与額は 11 万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、12 万円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料



  

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、11 万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3093 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日に係

る標準賞与額は 17 万円、16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 20 万円及び

同年 12 月 25 日に係る標準賞与額は 19 万 4,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、17 万円及び 20 万円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 



  

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、19 万 4,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3094 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日に係

る標準賞与額は 30 万円、16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 35 万円及び

同年 12 月 25 日に係る標準賞与額は 34 万 1,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、30 万円及び 35 万円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 



  

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、34 万 1,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3095 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

の申立期間の平成 15 年 12 月 17 日に係る標準賞与額は 13 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 15 年 12 月 17 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月の賞与を支給し、厚生年金保険料を控除した

が、「被保険者賞与支払届」の届出を行っておらず、申立てに係る保険

料を納付していなかったが、21 年 11 月 18 日に当該賞与に係る「被保

険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）に提出しているので、年金

給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日に支給された賞与につ

いては、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、申立人が主

張するとおり、13 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3096 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日に係

る標準賞与額は 17 万円、16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 20 万円及び

同年 12 月 25 日に係る標準賞与額は 19 万 4,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、17 万円及び 20 万円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 



  

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、19 万 4,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3097 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日に係

る標準賞与額は７万円、16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 12 万円及び

同年 12 月 25 日に係る標準賞与額は 11 万 6,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、７万円及び 12 万円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 



  

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、11 万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3098 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日に係

る標準賞与額は７万円、16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 10 万円及び

同年 12 月 25 日に係る標準賞与額は９万 7,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、７万円及び 10 万円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び



  

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、９万 7,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3099 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日及び

16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 37 万円、同年 12 月 25 日に係る標準

賞与額は 36 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、37 万円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料



  

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、36 万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3100 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日及び

16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 52 万円、同年 12 月 25 日に係る標準

賞与額は 50 万 6,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、52 万円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料



  

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、50 万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3101 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日及び

16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 62 万円、同年 12 月 25 日に係る標準

賞与額は 60 万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、62 万円の標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料



  

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、60 万 4,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3102 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日に係

る標準賞与額は 37 万円、16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 38 万円及び

同年 12 月 25 日に係る標準賞与額は 37 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、37 万円及び 38 万円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び



  

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、37 万円とすること

が妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3103 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日に係

る標準賞与額は 27 万円、16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 28 万円及び

同年 12 月 25 日に係る標準賞与額は 27 万 2,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、27 万円及び 28 万円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 



  

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、27 万 2,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3104 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 15 年 12 月 17 日に係

る標準賞与額は 15 万円、16 年８月 11 日に係る標準賞与額は 20 万円及び

同年 12 月 25 日に係る標準賞与額は 19 万 4,000 円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月 17 日 

             ② 平成 16 年８月 11 日 

             ③ 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 15 年 12 月、16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、

厚生年金保険料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行って

おらず、申立てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18

日に当該賞与に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）

に提出しているので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 15 年 12 月 17 日及び 16 年８月 11 日に

支給された賞与については、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）

により、申立人が主張するとおり、15 万円及び 20 万円の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 



  

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、19 万 4,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3105 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎とはならない記録とされている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき、申立人の申立期間のうち平成 16 年８月 11 日に係る

標準賞与額は７万円及び同年 12 月 25 日に係る標準賞与額は６万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年８月 11 日 

             ② 平成 16 年 12 月 25 日 

    Ａ社は、平成 16 年８月及び同年 12 月の賞与を支給し、厚生年金保険

料を控除したが、「被保険者賞与支払届」の届出を行っておらず、申立

てに係る保険料を納付していなかったが、21 年 11 月 18 日に当該賞与

に係る「被保険者賞与支払届」を社会保険事務所（当時）に提出してい

るので、年金給付に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間のうち、平成 16 年８月 11 日に支給された賞与につい

ては、Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、申立人が主張

するとおり、７万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額又は申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であること



  

から、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間のうち、平成 16 年 12 月 25 日に支給さ

れた賞与については、事業主による保険料率の適用誤りがあることから、

Ａ社から提出された給与支払明細書（賞与）により、６万 8,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主

が、申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行っていること

から、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3106 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和33年１月６日に厚生年金保険被保険者資格を取

得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められる

ことから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正

することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万2,000円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年１月６日から同年２月 11 日まで 

    私は、昭和 33 年１月から 36 年６月まで、Ａ社に勤務していた。厚生

年金保険被保険者証の「初めて資格を取得した年月日」及び年金手帳の

「はじめて被保険者となった日」の欄に、それぞれ「33 年１月６日」

と記載されているにもかかわらず、社会保険事務所の記録では、厚生年

金保険の資格取得日が 33 年２月 11 日とされており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険被保険者手帳記号番号払出簿により、Ａ社における申立人

の資格取得日は、昭和33年１月６日であることが確認できる。 

また、申立人から提出された厚生年金保険被保険者証及び年金手帳の記

号番号は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記号番号と一

致し、厚生年金保険被保険者証の「初めて資格を取得した年月日」及び年

金手帳の「はじめて被保険者となった日」はともに昭和33年１月６日とな

っている。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における資格取

得日は、昭和33年２月11日となっているが、厚生年金保険被保険者手帳記

号番号払出簿の資格取得日は、同日を取り消し同年１月６日に訂正され、

備考欄に訂正日と思われる34年７月８日の記載があることから、上記被保

険者名簿の訂正漏れと考えられ、当該事業所に係る記録管理が適正に行わ



  

れていなかったことがうかがわれる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和33年１月６日に

厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対して

行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

33年２月の社会保険事務所の記録から１万2,000円とすることが妥当であ

る。



  

千葉厚生年金 事案 3107 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立期間のうち、平成元年 10 月６日から同年 11 月６日まで

の期間について、申立人が同年 10 月６日に厚生年金保険被保険者資格を

取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められるこ

とから、資格取得日を同日に訂正することが必要である。 

なお、平成元年 10 月の標準報酬月額については、26 万円とすることが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年９月 26 日から同年 11 月６日まで 

   私は、平成元年９月 26 日から６年１月５日まで、Ａ社に勤務したが、

申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので、被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成元年 10 月６日から同年 11 月６日までの期間に

ついては、申立人から提出された同年 10 月の給与明細書により、同年

10 月の厚生年金保険料が控除されていることが確認できるところ、オ

ンライン記録では、申立人の資格取得日は、当初同年 10 月６日であっ

たものが、同年 11 月７日付けで同年 11 月６日に遡及訂正されているが、

当該遡及訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、上記資格取得後に係る記録の訂正は、

有効なものと認められず、申立人の資格取得日は、平成元年 10 月６日

であったものと認められる。 

なお、平成元年 10 月の標準報酬月額については、申立人から提出さ

れた給与明細書により、26 万円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間のうち、平成元年９月 26 日から同年 10 月６日までの期間に

ついては、申立人から提出された同年９月の給与明細書により、同年９



  

月の保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業になったのは同年 10 月１日で

あることから、同年９月は厚生年金保険の適用事業所となる前の期間で

ある。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち平成元年９

月に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

ることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3108 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社Ｂ工場における申立人の被保険者

記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 39 年７月 25 日）及び資格

取得日（昭和 39 年 11 月 26 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を

２万 4,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年７月 25 日から同年 11 月 26 日まで 

    私は、昭和 39 年５月にＡ社Ｂ工場に入社し、48 年９月まで継続して

勤務していた。申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いことは

納得できないので確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録では、Ａ社Ｂ工場において昭和 39 年５月８

日に厚生年金保険の資格を取得し、同年７月 25 日に資格を喪失後、同年

11 月 26 日に同社において再度資格を取得しており、申立期間の被保険者

記録が無い。 

しかし、元同僚は、「私は、昭和 39 年５月にＡ社Ｂ工場に入社し、Ｃ

（作業）を行い 48 年９月まで勤務していたが、申立人は申立期間に退職

しておらず、継続して勤務していた。」と供述していることから、申立人

は、申立期間に当該事業所に勤務していたことが推認できる。 

また、申立人と勤務形態及び業務内容の同質性が高い元同僚二人は、

「Ａ社Ｂ工場に勤務した期間と厚生年金保険加入期間が一致している。」

と回答しているところ、申立期間に係る厚生年金保険の記録が継続してお

り、当該事業所において、申立期間とその前後において厚生年金保険の資

格を一度喪失し、資格を再取得している者は、申立人以外に存在しない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事

務所（当時）の記録から、２万 4,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出

されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考

え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び

取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 39 年７月から同年 10 月までの保険料について納入の告知を行っておら

ず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3109 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年９月１日から 49 年２月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

48 年９月１日、資格喪失日に係る記録を 49 年２月１日とし、当該期間の

標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年９月８日から 42 年 12 月１日まで 

             ② 昭和 48 年１月１日から 49 年２月１日まで 

             ③ 昭和 50 年３月１日から同年８月９日まで 

    私は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間となっている

と思っていたが被保険者期間となっていない。調査の上、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、申立人が提出したＡ社の辞令、同社Ｂ支店長

名で受けた表彰状及び名刺から、申立人が当該事業所に勤務していたこ

とは推認できる。 

    また、当該事業所の元事業主は、「申立人の記憶は無いが、当時、要

職のＣ（職種）と管理職は正社員として厚生年金保険に加入させていた

と思う。」と回答している。 

    さらに、当該事業所の辞令によると、「昭和 48 年９月１日よりＢ支

店Ｃ部門長を命じます。」と記載されていることが確認でき、総務を担

当していた元同僚は、「Ｃ(職種)の場合、正社員であっても全員が社会

保険に加入していたわけではなかったと思う。しかし、社長名でＣ部門

長の辞令があるのなら、社会保険に入っていたと思う。」と供述してい



  

る。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②のうち、昭和

48 年９月１日から 49 年２月１日までの期間において、厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の元同僚の記録か

ら６万円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は不明としているが、仮に、事業主から申立人に係

る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格

の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会において

も社会保険事務所（当時）が当該届出を記録していないとは、通常の事

務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の

取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る昭和 48 年９月から 49 年１月までの期間に係る保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

    一方、申立期間②のうち、昭和 48 年１月１日から同年９月１日まで

の期間について、元同僚は、「申立人が採用されたＤ（地名）の会社は、

Ｅ社で、Ｆ（地名）にあったＡ社とは別会社だった。」、「当時、彼は

管理職ではなく、Ｃ(職種)だった。Ｅ社Ｇ営業所で社会保険に入ること

はなかったと思う。」と供述しているところ、申立人は、「自分はＨ

（地名）で採用され、その後Ｆ（地名）に行った。」と供述している。 

    また、オンライン記録によるとＥ社は、Ｉ区の所在で昭和 48 年 10 月

１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立人がＤ（地名）に

在勤していた頃は、適用事業所ではなかったことが確認できる。 

    このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②のうち、昭和 48 年

１月１日から同年９月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

２ 申立期間①については、雇用保険の加入記録及び申立人が提出した

写真から、申立人が申立期間①においてＪ社（現在は、Ｋ社）Ｌ営業所

に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、複数の元同僚は、「写真のＬ営業所ではＭ（商品）を

扱っていた。同営業所のＣ（職種）は契約社員であり、当時は社会保険

に加入していなかった。」と供述している。 



  

    また、写真に写っている元同僚について、申立人が記憶する氏名は、

オンライン記録で検索しても確認できない。 

    さらに、当該事業所の事業主は、「当時の資料が無く、申立人の在籍、

厚生年金保険の届出及び保険料の納付に関しては不明である。」と回答

しており、申立人の申立期間①の保険料の控除について確認できない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  ３ 申立期間③については、雇用保険の加入記録及び申立人が提出したＮ

社の名刺から、申立人が申立期間③において当該事業所に勤務していた

ことは推認できる。 

    しかしながら、オンライン記録によると、Ｎ社は昭和 50 年８月９日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間③当時は当該事業

所が適用事業所となる前の期間であることが確認でき、申立人は、当該

事業所が同年８月９日に適用事業所となった同日に当該事業所の厚生年

金保険被保険者となったと考えられる。 

    また、当該事業所は既に適用事業所でなくなっており、元事業主に当

時の状況を照会したが回答を得ることができず、申立人の申立期間③に

係る厚生年金保険の加入状況を確認することができない。 

    このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3110 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日（昭

和 44 年９月 21 日）及び資格取得日（同年 12 月 13 日）に係る記録を取り

消し、申立期間の標準報酬月額を３万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年９月 21 日から同年 12 月 13 日まで 

    私は、昭和 44 年３月 17 日から 46 年３月 26 日までＡ社に継続して勤

務していたのに、44 年９月 21 日から同年 12 月 13 日までの期間につい

て厚生年金保険の加入記録が無いことは納得できない。調査して、加入

記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において昭和 44 年３月 17 日

に厚生年金保険の資格を取得し、同年９月 21 日に資格を喪失後、同年 12

月 13 日に同社において再度資格を取得しており、同年９月から同年 11 月

までの申立期間の被保険者記録が無い。 

   しかし、元事業主は、「申立期間も厚生年金保険料を控除していた。」

と回答している。 

また、元同僚４人は、「申立人が申立期間において同社に在職しており、

一緒に仕事をしていた。」旨供述しているところ、オンライン記録により、

４人全員が申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が継続しており、

申立期間において申立人以外に厚生年金保険の被保険者記録が欠落してい

る者は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、保険料を事業主により給与から控除されて



  

いたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

44 年９月１日の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は納付したとしているが、事業主から申立人に係る被保

険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険

事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務

所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る昭和 44 年９月から同年 11 月までの保険料

について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行っ

たものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案3111 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を59万円とする旨の届

出を社会保険事務所（当時）に対し行ったと認められることから、申立期

間に係る標準報酬月額の記録を59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年10月１日から９年10月１日まで 

    私は、昭和59年からＡ社に勤務しているが、平成８年10月から９年９

月までの厚生年金保険の標準報酬月額が著しく低いので、正しい標準報

酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、平

成８年の定時決定において59万円から９万2,000円に改定されていること

が確認できる。 

しかし、申立人から提出された申立人名義の預金通帳及び申立人の流動

性預金元帳から、申立人は平成８年４月から９年９月までの期間、毎月継

続してＡ社から53万円以上の給与の振込みを受けていることが確認でき、

振込額から推定される総支給額は59万円の標準報酬月額に相当することが

認められる。 

また、当該事業所から提出された役歴書から、申立人は平成６年10月か

ら常務取締役であることが確認でき、当該事業所は、「申立人は申立期間

を含めて勤務期間に降格等の職位の変更、休職及び勤務形態の変更はなか

った。」と回答しており、申立人に係る報酬月額の変更をうかがわせる事

情はうかがえない。 

   さらに、オンライン記録により、申立人と同職の取締役である元同僚の

標準報酬月額は、申立期間の全ての期間において 59 万円であることが確

認でき、申立人の標準報酬月額を平成８年の定時決定において、59 万円

から９万 2,000 円に下げるべき理由は見当たらない。 



  

   このことについて、日本年金機構から申立人に対する文書（平成22年８

月４日付け）において、同機構は、「申立期間の標準報酬月額の記録につ

いては、社会保険事務所が誤入力した可能性がある。」と回答している。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立期間の標準報酬月額を59

万円とする旨の届出を社会保険事務所に対して行ったと認められることか

ら、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については59万円に訂正するこ

とが必要である。



  

千葉厚生年金 事案 3112 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 31 年４月 1 日から同年６月１日まで

の期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を同年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を、同年４月は 9,000

円、同年５月は１万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29 年 11 月 27 日から 31 年６月１日まで 

    私は、昭和 29 年４月にＡ社に入社し、37 年４月に退職するまで継続

して勤務していた。厚生年金保険の加入記録が 29 年 11 月 27 日から 31

年６月１日まで欠落しており、納得できないので、調査して厚生年金保

険の加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 29 年４月にＡ社に入社し、37 年４月に退職するまで

継続して勤務していた。」と主張しているところ、元同僚は、「申立人は

申立期間も継続して勤務していたと思う。」と供述している上、申立期間

のうち、昭和 31 年４月１日から同年６月１日までの期間については、申

立人から提出された同年４月及び同年５月の給料支払明細書にその当時の

厚生年金保険料率から計算される保険料額が給与から控除されていること

が確認できる。 

   なお、オンライン記録によると、当該事業所は昭和 29 年 11 月 27 日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなり、31 年６月１日に再度適用事業所

となっているところ、申立人及び元同僚は、「当該事業所はＢ（業種）で

あるため、作業現場には５人以上の従業員が必要であり、31 年３月末時

点においては 10 人程度の従業員が勤務していた。」旨供述していること



  

から、遅くとも同年４月からは当時の厚生年金保険法に定める適用事業所

の要件を満たしていたものと判断される。 

   また、当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 31 年４月及び同

年５月の給料支払明細書により、同年４月は 9,000 円、同年５月は１万円

とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該期間において当該事業所は適用事業所の要件を満たしてい

ながら、社会保険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認め

られることから、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

   一方、申立期間のうち、昭和 29 年 11 月 27 日から 31 年３月 31 日につ

いては、当該事業所は厚生年金保険の適用事業所となっていない上、現在

は厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間当時の事業主は

死亡していること、及びそのほかの元同僚は死亡又は所在不明のため、聞

き取り調査を行うことができず、申立人の当該期間における勤務実態及び

保険料の控除について確認することができない。 

   このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3113 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を平成９年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年７月 26 日から同年８月１日まで 

    私は、Ａ社において事業所等へ派遣されるＢ（職種）として平成９年

７月31日まで勤務したが、厚生年金保険の資格喪失日が同年７月26日と

されているので、同年８月１日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年７月１日から９年７月 31 日までＡ社に勤務し、厚

生年金保険に加入していたと供述しているが、オンライン記録では、同年

７月 26 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したものとされている。 

   しかしながら、申立人が所持する平成９年７月の給料支払明細書により、

皆勤手当の支給が確認でき、当該事業所は、「全営業日に出勤した者に対

して支給していた手当である。」と回答していることから、申立人が同年

７月 31 日まで勤務していたことが認められる上、同支払明細書により、

厚生年金保険料が控除されていることが確認でき、当該事業所は、「社会

保険料の控除は当月控除である。」と供述していることから、申立人は、

申立期間に係る保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源



  

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに

基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のい

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人

から提出された平成９年７月の給料支払明細書により、24万円とすること

が妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としているが、雇用保険の記録における申立人の

離職日は平成９年７月25日で、厚生年金保険の被保険者資格喪失日がその

翌日の同年７月26日となっていることと符合し、公共職業安定所及び社会

保険事務所（当時）の双方が誤って記録したとは考え難く、事業主が同日

を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年７月の保険料について納入の告知を行っておらず、（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3114 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店

における資格取得日を昭和 26 年 11 月 22 日に訂正し、申立期間の標準報

酬月額を 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年 11 月 22 日から同年 12 月１日まで 

    私は、Ａ社に昭和 26 年４月１日に入社し、42 年４月 10 日に退職す

るまで継続して勤務していたが、このうち、同社本店からＣ支店に転勤

した時期の 26 年 11 月 22 日から同年 12 月１日までの期間の厚生年金保

険の加入記録が無いので、調査して厚生年金保険の加入記録を回復して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された申立人に係る在籍証明書及び元同僚の証言から判

断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（同社本店から同社Ｃ支店に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

   なお、異動日について、申立人は、「Ｃ支店の前任者が急遽
きょ

退職したの

で、その後任として異動した。異動日については明確な記憶は無いが、昭

和 26 年 12 月１日ではなく、その前の同年 11 月下旬頃には赴任していた

と思う。」と供述している上、元上司も「当時の当社の規則では異動辞令

発令から１週間以内に着任しなければならないことになっていた。申立人

は昭和 26 年 12 月１日には着任していた記憶があり、その前の同年 11 月

22 日には同支店への転勤辞令は出ていたと思われる。」と供述している

ことから、同年 11 月 22 日とすることが妥当である。 



  

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 26 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から 4,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者の資格取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから行ったとは認められない。



  

千葉厚生年金 事案 3115 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、申立人の平成 16 年７月 15 日及び同年

12 月 15 日の標準賞与額を 24 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年７月 15 日 

             ② 平成 16 年 12 月 15 日 

    Ａ社は、平成 16 年７月 15 日及び同年 12 月 15 日に賞与を支給し、申

立人の賞与から厚生年金保険料を控除したが、届出事実の発生から２年

以内に賞与支払届の届出を行っておらず、申立てに係る保険料を納付し

ていなかった。その後、22 年８月 26 日に賞与支払届を提出したが、既

に時効が成立しているため年金給付に反映されないことから、給付に反

映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された給与所得に対する所得税源泉徴収簿及び賃金支払帳

により、申立人は、平成 16 年７月 15 日及び同年 12 月 15 日に支給された

賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①及び②の標準賞与額については、特例法に基づき標準

賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞ

れに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のい



  

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、源泉徴収簿及び賃金支払

帳において確認できる保険料控除額から、申立期間①及び②についてはい

ずれも 24 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後

に、申立人の申立期間に係る賞与支払届を年金事務所に届け出ていること

から、年金事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3116 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律（以下

「特例法」という）に基づき、申立人の平成 16 年７月 15 日及び同年 12

月 15 日の標準賞与額を 15 万 6,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年７月 15 日 

             ② 平成 16 年 12 月 15 日 

    Ａ社は、平成 16 年７月 15 日及び同年 12 月 15 日に賞与を支給し、申

立人の賞与から厚生年金保険料を控除したが、届出事実の発生から２年

以内に賞与支払届の届出を行っておらず、申立てに係る保険料を納付し

ていなかった。その後、22 年８月 26 日に賞与支払届を提出したが、既

に時効が成立しているため年金給付に反映されないことから、給付に反

映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された給与所得に対する所得税源泉徴収簿及び賃金支払帳

により、申立人は、平成 16 年７月 15 日及び同年 12 月 15 日に支給された

賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①及び②の標準賞与額については、特例法に基づき標準

賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞ

れに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のい



  

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、源泉徴収簿及び賃金支払

帳において確認できる賞与支給額から、申立期間①及び②についてはいず

れも 15 万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、申立人

の申立期間に係る賞与支払届を年金事務所に届け出ていることから、年金

事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3117 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律（以下

「特例法」という）に基づき、申立人の平成 16 年７月 15 日及び同年 12

月 15 日の標準賞与額を 25 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年７月 15 日 

             ② 平成 16 年 12 月 15 日 

    Ａ社は、平成 16 年７月 15 日及び同年 12 月 15 日に賞与を支給し、申

立人の賞与から厚生年金保険料を控除したが、届出事実の発生から２年

以内に賞与支払届の届出を行っておらず、申立てに係る保険料を納付し

ていなかった。その後、22 年８月 26 日に賞与支払届を提出したが、既

に時効が成立しているため年金給付に反映されないことから、給付に反

映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された給与所得に対する所得税源泉徴収簿及び賃金支払帳

により、申立人は、平成 16 年７月 15 日及び同年 12 月 15 日に支給された

賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①及び②の標準賞与額については、特例法に基づき標準

賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞ

れに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のい



  

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、源泉徴収簿及び賃金支払

帳において確認できる賞与支給額から、申立期間①及び②についてはいず

れも 25 万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、申立人

の申立期間に係る賞与支払届を年金事務所に届け出ていることから、年金

事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3118 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の特例等に関する法律（以下

「特例法」という）に基づき、申立人の平成 16 年７月 15 日及び同年 12

月 15 日の標準賞与額を 29 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年７月 15 日 

             ② 平成 16 年 12 月 15 日 

    Ａ社は、平成 16 年７月 15 日及び同年 12 月 15 日に賞与を支給し、申

立人の賞与から厚生年金保険料を控除したが、届出事実の発生から２年

以内に賞与支払届の届出を行っておらず、申立てに係る保険料を納付し

ていなかった。その後、22 年８月 26 日に賞与支払届を提出したが、既

に時効が成立しているため年金給付に反映されないことから、給付に反

映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された給与所得に対する所得税源泉徴収簿及び賃金支払帳

により、申立人は、平成 16 年７月 15 日及び同年 12 月 15 日に支給された

賞与から厚生年金保険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間①及び②の標準賞与額については、特例法に基づき標準

賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞ

れに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のい



  

ずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準賞与額については、源泉徴収簿及び賃金支払

帳において確認できる賞与支給額から、申立期間①及び②についてはいず

れも 29 万 2,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、申立人

の申立期間に係る賞与支払届を年金事務所に届け出ていることから、年金

事務所は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



千葉国民年金 事案 3221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 45 年４月から 51 年３月まで 

    私は、Ａ市役所から昭和 54 年３月 30 日付けで国民年金特例納付案内

書が郵送されてきたので、同年４月に同市役所Ｂ支所に相談に行った。

分割納付も可能と言われたが、同年５月に郵便貯金を引き出して、同

支所において通知された国民年金保険料を全額納付した。申立期間が

未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を昭和 54 年５月にＡ市役所Ｂ支

所において特例納付したと述べているところ、Ａ市役所は、「当時、市

町村においては現年度保険料のみを収納する扱いであり、特例納付によ

る保険料の収納を扱うことはできなかった。」と回答している。 

   また、申立人が納付したとする申立期間のうち、46 年９月から 47 年７

月までの期間については厚生年金保険に加入しており、本来、国民年金

の強制加入被保険者となることができない期間である上、申立期間直後

の 51 年４月から 53 年３月までの期間は、申立期間に係る保険料を納付

したとする 54 年５月時点において過年度納付及び特例納付が可能であっ

たにもかかわらず未納のままとなっており、申立内容には不自然さがみ

られる。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3222 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年４月から 39 年３月までの期間及び同年４月から同年

10 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年４月から 39 年３月まで 

             ② 昭和 39 年４月から同年 10 月まで 

    私は、昭和 38 年＊月が出産予定だったので、国民年金保険料は出産

のことを考え、同年４月から同年９月までの６か月分 600 円を市役所で

納付し、同年 10 月以降は納期限ごとに納付したのに未納とされている

ことは納得できない。 

    また、私の夫はＡ（職種）であり、毎年 11 月に帰国していた。昭和

41 年 11 月中頃に夫が帰国したときに、保険料を２年分遡り納付したの

に７か月間未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は昭和 38 年＊月に出産を控え、同年４月から同年９月までの国

民年金保険料を一括納付し、同年 10 月から 39 年３月までの保険料は、

納期限ごとに納付したと申述しているところ、被保険者名簿及び特殊台

帳において申立期間①は未納となっている上、申立期間①の保険料を納

付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   また、申立人は昭和 41 年 11 月頃に２年分の保険料を遡って納付したと

申述しているところ、特殊台帳により、申立人は同年 11 月に、39 年 11

月から 41 年 12 月までの保険料を現年度及び過年度納付していることは

確認できるが、同台帳の保険料に関する記録には 39 年４月から同年 10

月までの各月欄に保険料の徴収権が時効により消滅したことを示す「時

効消滅」の印が押されており、申立期間②は時効到来まで未納期間であ

ったことが推認されることから、申立人が申立期間②の保険料を納付し



ていたとは考え難い。 

   さらに、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結

果、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3223 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年４月から 47 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月から 47 年 12 月まで 

    私は、昭和 42 年９月から自営業を始め 43 年２月に結婚した。同年

10 月末にＡ区役所から国民年金加入書と国民年金保険料の納付書が送

付されてきたので加入し、加入後は妻が 43 年度の夫婦の保険料を区役

所で納付した。また、44 年４月以降の夫婦の保険料は銀行で妻が納付

したのに、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43 年 10 月末にＡ区役所から国民年金加入書と国民年金

保険料の納付書が送付され、申立期間の保険料については、申立人の妻

が夫婦の保険料を納付していたと主張しているところ、保険料の納付は、

加入時に払出しを受けた国民年金手帳記号番号を基に行うこととなるた

め、加入手続書類と同時に納付書が送付されたとは考え難く、申立期間

の保険料の納付状況は明らかでない。 

   また、申立期間は、57 か月に及んでおり、長期間にわたって行政側の

記録管理に誤りが発生したとは考え難い。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人の妻が申立人の申立期間の保険料を納付していたことを

示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3224 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年４月から９年８月までの期間及び同年 11 月から 10 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年４月から９年８月まで 

             ② 平成９年 11 月から 10 年３月まで 

    私は、平成 10 年４月頃、結婚を契機に国民年金の加入手続を行った

が、国民年金保険料の納付期間は可能な限り長期の方がよいと考え、加

入手続をした頃にＡ県Ｂ市役所で過去２年分の保険料を一括して納付し

た。申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 10 年４月頃、結婚を契機にＢ市役所において国民年金

の加入手続を行い、同市役所窓口において申立期間①及び②の国民年金保

険料を一括して納付したと主張するところ、加入時点において申立期間①

の一部は過年度保険料となるが、同市は過年度保険料を国民年金担当窓口

において納付することはできなかったと回答しており、申立人の主張する

納付手続とは相違している上、申立人の保険料の納付手続に関する記憶が

曖昧であることから、申立期間①及び②の具体的な納付状況は不明である。 

   また、申立期間①及び②の保険料を納付したとする 10 年４月頃は、平

成９年１月の基礎年金番号制度導入後の期間であり、基礎年金番号による

統一的な記録管理が行われ、保険料の収納事務の電算化及び年金事務にお

ける事務処理の機械化が促進されていることから、記録漏れ等の誤りが生

じる可能性は低いものと考えられる。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索の結果、申立人に別の記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料



（家計簿、確定申告書等）は無く､ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3225 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年４月から 58 年９月までの期間及び 59 年６月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年４月から 58 年９月まで 

             ② 昭和 59 年６月 

    私は、大学卒業後の昭和 57 年５月にＡ市に住民票を移し、国民年金

の加入手続を行った。申立期間当時、事業所に勤務し、金融機関の窓口

から３か月分ずつ年４期分の国民年金保険料を納付した。申立期間①及

び②の保険料を納付したのに、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年５月頃国民年金の加入手続を行い、申立期間①及

び②の国民年金保険料を３か月分ずつ納付したと申述しているところ、申

立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意加入者の資格取得日から 58

年 10 月頃に払い出され、同時期に国民年金の加入手続を行ったものと推

認される上、申立期間当時、Ａ市における保険料の納付については２か月

分ずつ納付する方法であったことから、加入時期及び納付方法は申立人の

主張と相違する。 

   また、申立期間①については、加入時点において遡って納付することと

なるが、申立人は、申立期間①の保険料を遡って納付した覚えは無いと申

述している上、申立人は、申立期間②の保険料と直前の保険料を含めた３

か月分を納付したと申述しているところ、前述のとおり、Ａ市においては

２か月分ずつの納付方法であり、３か月分の保険料を納付するためには、

納付書の差替手続等を行わなければならないが、申立人は手続を行ったこ

とはないと申述していることから、申立人が申立期間①及び②の保険料を

納付していたとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料



（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3226 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年７月から 58 年 12 月までの期間及び 59 年４月から

60 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年７月から 58 年 12 月まで 

             ② 昭和 59 年４月から 60 年３月まで 

    私は専門学校生で収入が無かったので、母が私の国民年金の加入手続

を行ってくれ、国民年金保険料は私が就職するまで母が自身の分と一緒

に納付してくれていた。国民年金に加入した昭和 56 年７月から 58 年

12 月までの 30 か月を納付せずに 59 年１月から３か月だけ納付し、そ

の後、同年４月から 60 年３月まで納付していないことは不自然であり、

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、母が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

くれたと申述しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前

後の任意加入者の資格取得日から昭和 60 年５月頃に払い出され、同時期

に国民年金の加入手続を行ったものと推認できることから、加入時点にお

いて申立期間①の過半は時効により保険料を納付することができない期間

である。 

   また、申立人は昭和 56 年７月から 60 年３月までの保険料については間

断無く納付したのに、59 年１月から同年３月の保険料のみが納付済みの

記録となっており、申立期間①及び②が未納とされていることは不自然で

あると申述するところ、オンライン記録によると、60 年 10 月から同年 12

月までの期間の保険料が 61 年４月に重複納付されたことにより、当該重

複納付分は、同年４月時点で保険料納付の時効とならない 59 年１月から

同年３月の期間に充当され、差額となる 2,730 円が申立人へ還付されてい



ることが確認でき、当該充当処理が行われるまでは 56 年７月から 60 年３

月までの期間については連続した未納期間であったことから、申立人の母

が申立期間①及び②の保険料を納付していたとは考え難い。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする

申立人の母は加入手続の時期及び保険料の納付期間についての記憶が明確

ではない上、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与し

ていないことから、保険料の納付状況は不明である。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く､ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3227 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和37年４月から38年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和37年４月から38年３月まで 

    私は、Ａ区に転居後の昭和37年４月頃、区役所の職員に勧められ国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料は私が区役所の集金人に納付し

ていたのに、申立期間が未加入で未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和37年４月頃、区役所で国民年金の加入手続を行ったと主

張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、38年７月25日に社

会保険事務所（当時）から区へ払い出されたことが確認でき、申立人が加

入手続を行ったのは、当該払出日以降であることが推認される上、国民年

金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、

37年４月頃に加入手続を行ったとする申立人の主張と相違する。 

   また、国民年金被保険者名簿、特殊台帳及びオンライン記録において、

国民年金の資格取得日は昭和38年４月１日と記録されており、当該取得日

以前の資格記録は無いことから、申立期間は国民年金に未加入の期間であ

り、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、及び周辺事情を総合的

に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3228 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの期間、41 年７月から 44 年

２月までの期間及び平成７年４月から９年１月までの期間の国民年金保険

料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 41 年７月から 44 年２月まで 

             ③ 平成７年４月から９年１月まで 

    私は、国民年金の加入手続や国民年金保険料の納付は夫に任せていた

ので、具体的なことはよく分からないが、申立期間の保険料は納付して

いたはずであり、未納及び免除期間とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 41

年４月 30 日に社会保険事務所（当時）からＡ市に払い出された手帳記

号番号の一つであり、同市の保管する国民年金被保険者名簿では申立人

の国民年金の加入手続が同年５月 12 日に行われ、その際、35 年 10 月

１日に遡って国民年金被保険者資格を取得していることが確認できると

ころ、この時点では、申立期間①のうち 39 年３月以前の期間は時効に

より国民年金保険料を納付することができない期間である。 

    また、Ａ市の保管する保険料関係記録台帳には、申立人の保険料納付

は昭和 40 年４月分から開始されたことが記録されており、申立期間①

の保険料が納付されたことをうかがわせる記録は確認できない。 

 

  ２ 申立期間②については、前記保険料関係記録台帳に、昭和 41 年７月

以降Ｂ区に移転する 44 年２月まで未納と記録されている上、同区の保

管する国民年金被保険者名簿の検認記録においても未納と記録されてお

り、オンライン記録とも一致していることが確認できる。 



 

  ３ 申立期間③については、Ｃ市の保管する被保険者記録には、平成７年

４月から８年３月までの期間の保険料免除の申請手続を７年５月 31 日

に、８年４月から９年１月までの期間の保険料免除の申請手続を８年５

月 31 日に行ったことが記録されており、オンライン記録とも一致して

いることが確認できる。 

 

  ４ オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿

検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料納付の

前提となる別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

    また、一緒に保険料を納付していたとする申立人の夫は、オンライン

記録において、申立期間①及び②は未納、申立期間③は 60 歳で国民年

金被保険者資格を喪失する平成８年＊月まで申請免除と記録されている

上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的

に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3229 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年３月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年３月 

    私は、平成元年３月に退職したとき、父に国民年金は１か月でも加入

したほうがよいと勧められて、Ａ区役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付した。年金手帳にも初めて被保険者にな

った日が平成元年３月 21 日と記入されているのに、未納とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成元年３月に国民年金の加入手続を行い、同年３月分の国

民年金保険料を納付したと主張しているところ、申立人の所持する年金手

帳に記載されている国民年金記号番号の前後の番号の第３号被保険者の該

当処理日及び任意加入者の資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続

は４年４月下旬に行われ、この際、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し

た元年３月 21 日に遡って国民年金の被保険者資格を取得したものと推認

されることから、申立人が加入手続を行った４年４月の時点では、申立期

間は時効のため保険料を納付することはできない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は申立期間の保険料納付額は約 9,700 円と述べているが、

申立期間の保険料額は 7,700 円であり、申立人が述べている納付額は加入

手続を行ったとされる平成４年４月以降の保険料額である。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3230 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年４月から平成元年７月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年４月から平成元年７月まで 

    私の国民年金については、父が昭和 59 年４月頃に加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料については、時期はよく覚えていないが、そ

れまでの未納分をまとめて納付してくれた。かなり多額の金額だったこ

ともあり、父に感謝したのを覚えている。そのとき父から「この後はき

ちんと自分で払いなさい。」と言われ、父と約束をしたので、それ以降

は毎月保険料を自分で納付していたのに、申立期間が未納とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する年金手帳に記載されている国民年金記号番号は社会保

険事務所（当時）からＡ区に払い出された記号番号の一つであり、前後の

記号番号の第３号被保険者の該当処理日から、申立人の国民年金の加入手

続は平成３年８月下旬に行われ、この際、大学卒業後の強制被保険者とな

る昭和 59 年４月１日に遡って被保険者資格を取得したものと推認され、

加入手続を行った平成３年８月を基準にすると、申立期間のうち元年７月

を除いては、時効により国民年金保険料を納付することはできない期間で

ある。 

   また、オンライン記録によれば、申立人は申立期間直後の平成元年８月

から２年３月までの保険料を過年度納付していること、及び加入手続を行

った３年８月を含む同年４月から同年９月までの保険料を同年９月に一括

で納付していることから、当該納付を行った同年９月の時点では、申立期

間は時効により保険料を納付することはできない上、オンラインシステム

による氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧



調査の結果、申立人に別の国民年金記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与してい

なかったと申述している上、申立人の国民年金の加入手続及び保険料を納

付したとする申立人の父は記憶が不鮮明なため、申立期間の国民年金の加

入手続及び保険料の納付状況は不明である。 

   加えて、申立期間は 64 か月と長期間である上、申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情等を総合的

に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3231 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年 10 月から 53 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年 10 月から 53 年３月まで 

    私は、昭和 50 年 10 月頃に夫婦でＡ区役所へ行き、国民年金の加入手

続を行った。申立期間の国民年金保険料を納付した領収書は無いが、私

が夫婦二人分の保険料をＢ信用金庫Ｃ支店から納付書でまとめて納付し

ていたので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年 10 月頃に夫婦でＡ区役所へ行き、国民年金の加入

手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたと主張している

ところ、申立人の所持する年金手帳に記載されている国民年金記号番号は

53 年 10 月 27 日に社会保険事務所（当時）からＤ市に払い出され、Ｄ市

の保管する国民年金被保険者名簿には、申立人は同年 11 月下期に国民年

金の加入手続を行ったことが記録されており、この時点では、申立期間の

うち 51 年９月以前の期間は時効により保険料を納付することはできない

期間である。 

   また、申立期間のうち昭和 51 年 10 月から 53 年３月までの期間につい

ては保険料を過年度で納付することが可能な期間であるが、上記被保険者

名簿には、過年度納付書が交付された形跡は無く、当該期間は未納と記録

されている上、一緒に保険料を納付したとする申立人の夫も未納と記録さ

れている。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出された事情はうかがえない上、申立期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3232 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年８月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年８月から 52 年３月まで 

    昭和 45 年か 46 年頃、母がＡ（地名）にあったＢ区役所の出張所に私

を連れて行き、国民年金の加入手続を行い 20 歳に遡って被保険者資格

を取得し、国民年金保険料を納付した。その後、52 年３月に結婚する

まで母が私の保険料を納付し続けてくれていたと聞いているので、申立

期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年１月 27 日に社会保険事務

所（当時）からＢ区に払い出された手帳記号番号のうちの一つであり、

同区の保管する申立人の国民年金被保険者名簿によれば、申立人の国民

年金の加入手続が同年３月 13 日に行われていることが確認できるが、申

立期間に係る国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情は

確認できない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は申立期間の保険料の納付に直接関与しておらず、申立

人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したとする申立人の母は

既に亡くなっているため、申立期間に係る加入手続及び保険料の納付状

況は不明である。 

   加えて、申立期間は 104 か月と長期間であり、申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3233 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年３月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年３月から 59 年３月まで 

    私は、昭和 58 年２月に会社を退職した際に、厳格な父から｢これから

は自分で国民年金保険料を払って行かねばならない。｣と言われ、転職

するまでの１年間は収入が無かったので、父に立て替えてもらい毎月保

険料を納付していたと思う。父は既に亡くなっているため詳細は分から

ないが、年金手帳に当時の日付で年金番号が記載されているので確認し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年２月に会社を退職した際に、父が申立人の国民年

金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張し

ているところ、申立人の所持する年金手帳に記載されている国民年金記号

番号の前後の記号番号の第３号被保険者の該当処理日から、申立人の国民

年金の加入手続は平成元年３月頃にＡ区で行われ、この際、厚生年金保険

の被保険者資格を喪失した昭和 58 年３月１日に遡って国民年金の被保険

者資格を取得したものと推認され、この時点では、申立期間の保険料は時

効により納付することはできない。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の記号番号が払い出

されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年

金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の父は既に亡くなっ

ているため、申立期間の国民年金の加入手続及び保険料の納付状況は不明

である。 



   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3234（事案 1691 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年１月から平成８年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年１月から平成８年３月まで 

    当初の審議後、特に新しい事実又は証拠の書類等が見つかったわけで

はないが、昭和 51 年１月から平成８年３月まで、国民年金保険料を納

付していたはずなのでもう一度確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号

は、平成８年９月頃にＡ町（現在は、Ｂ市）で払い出されており、その時

点で６年８月以前の期間は時効により国民年金保険料を納付できない期間

であり、別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当

たらないこと、ⅱ）国民年金の加入手続及び保険料納付をしていたと主張

する申立人の養母は既に亡くなっており、申立人の元妻も所在不明のため、

国民年金の加入手続及び納付状況が不明であること、ⅲ）申立期間は 243

か月と長期間であり、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無いことなどから、既に当委員会の決定に基

づき平成 21 年 10 月 14 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

   今回、申立人は、前回の審議結果に納得できないとして再申立てを行っ

ているが、新たな資料や情報は提出されていない。 

   また、申立人が、婚姻後は一緒に保険料を納付していたと主張する申立

人の元妻は、｢結婚した昭和 58 年２月から平成８年９月頃までの間に国民

年金の加入手続を行ったことは無く、保険料を納付したことは無い。｣と

申述している。 

   このほか、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3235 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 12 年４月から 14 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12 年４月から 14 年１月まで 

    私は、申立期間中には国民年金保険料は納めなかったが、申立期間後

の２年以内に社会保険事務所（当時）から連絡があり、申立期間の保

険料の納付を促され、私の母が申立期間の全ての保険料を納付したは

ずであり、申立期間が未納とされていることは納得できないので記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及びその母は、国民年金保険料をまとめて納付したのは１回だけ

であると述べているところ、オンライン記録により、申立期間直前の平成

10 年 10 月から 12 年３月までの保険料（合計金額 23 万 9,400 円）を同年

８月 25 日に一括して過年度納付したことが確認できることから、申立人

及びその母の一括納付に関する記憶は、当該期間に関するものである可能

性が考えられる。 

   また、申立人は、オンライン記録により、申立期間直後の平成 14 年２

月及び同年３月分の保険料を 16 年３月 22 日に過年度納付していることが

確認でき、この時点では、申立期間の保険料は時効により納付できない。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3236 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年５月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年５月から同年 12 月まで 

    私は昭和 50 年５月頃、母がＡ区役所Ｂ支所で国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料は、３か月ごとに納付書に現金を添えてＣ銀行

（現在は、Ｄ銀行）Ｅ支店で納付してくれていた。それが今になって未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年５月頃、申立人の母がＡ区役所Ｂ支所で国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたと主張している

ところ、申立人の国民年金記号番号は 53 年２月 16 日に申立人の兄と連番

でＡ区役所Ｂ支所から払い出されており、その頃に 20 歳に遡って加入手

続を行ったものと推認されることから、申立人の主張と相違している。 

   また、特殊台帳によれば、申立人は昭和 51 年１月から保険料を納付し

ていることが確認でき、上記加入時点を基準にすると申立期間は時効によ

り保険料を納付できない期間であることを踏まえると、申立人の母は、申

立人の未納期間のうち、過年度納付が可能であった期間を納付したものと

考えられる。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3237 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年７月から 58 年３月までの期間及び同年４月から 61

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年７月から 58 年３月まで 

             ② 昭和 58 年４月から 61 年３月まで 

    私は、昭和 57 年７月から 58 年３月まで夫の勤務の都合でＡ市に住ん

でおり、育児のため離職し無収入であったため夫が国民年金保険料を納

付していたはずである。また同年４月からは復職して、年末には給与所

得者の保険料控除申告書に国民年金保険料を記載していたはずであり、

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①当時Ａ市に住んでおり、納付書で申立人の夫が国

民年金保険料を納付してくれていたと述べているところ、Ａ市国民年金課

は、申立期間①当時の被保険者が生年月日ごとに一覧になった台帳があり、

その台帳の申立人に係る備考欄に「喪失 58.４.20」の記載は確認できる

が、申立人が保険料を納付した記録は確認できないと回答している。 

   また、申立人は昭和 58 年４月からＡ市のＢ事業所に復職しており、Ｂ

事業所の経理事務を担当している会計事務所に従業員が納付した国民年金

保険料を年末調整のときに記載してもらっていたと述べているところ、同

会計事務所は、当時の資料は保管期限を経過したのでＢ事業所に返してい

ると回答しており、Ｂ事業所においても当時の資料は保管していないと回

答していることから、当時の納付状況は不明である。 

   さらに、Ｃ郡Ｄ町の保管する国民年金被保険者名簿では、申立期間は全

て未納となっている上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料うかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3238 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和58年６月から平成２年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和58年６月から平成２年３月まで 

    私が経営する会社が厚生年金保険を脱退したので、昭和58年６月にＡ

市役所で国民年金と国民健康保険の加入手続を行い、Ｂ銀行（現在は、

Ｃ銀行）Ｄ支店で国民年金と国民健康保険の保険料を妻の分と一緒に口

座振替で納付していた。申立期間が未加入とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、厚生年金保険の被保険者資格を喪失したことにより、国民年

金の加入手続を行ったと述べているところ、特殊台帳及び申立人の所持す

る国民年金手帳において、申立期間に係る国民年金の被保険者資格を取得

したことは確認できないことから、申立期間は国民年金に未加入の期間と

なり、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間は82か月と長期間である上、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3239 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年１月から２年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和44年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月から２年７月まで 

    平成２年の春頃に国民年金の加入勧奨のハガキが届いたとき、両親か

らも国民年金に加入するように言われたので、そのハガキに氏名を記入

し、捺印
なついん

 

して返送したところ、元年１月から２年７月までの国民年金

保険料を遡って納付するよう納付書が送付されてきた。私は、未納の保

険料をまとめてＡ銀行Ｂ支店で納付したのに、申立期間が未納とされて

いることは納得できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金記号番号は、平成４年７月９日に社会保険事務所（当

時）からＣ市Ｄ区に払い出された記号番号の一つであり、申立人の記号番

号の前後の被保険者の納付記録及び第３号被保険者の該当処理日から、同

年９月に国民年金の加入手続を行い、20歳に遡って国民年金の被保険者資

格を取得し、その時点で、過年度納付することが可能な２年８月までの国

民年金保険料を納付したものと推認できるが、申立期間は時効により納付

することができない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索による縦覧調査の結果、申立

人に別の手帳記号番号が払い出された事情はうかがえない上、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3240 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年４月から平成元年１月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年４月から平成元年１月まで 

    私は、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保

険料を納付していたはずである。平成２年９月に結婚する前から同じ職

場に勤務し、度々一緒に保険料を納付していた夫が 20 歳から国民年金

に加入し、申立期間の保険料が納付済みとされているのに、申立期間が

国民年金に未加入とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金

保険料を納付していたはずであると申述しているところ、国民年金手帳

記号番号払出簿により、申立人の国民年金記号番号はＢ社会保険事務所

（当時）からＡ市に平成元年８月８日に払い出されていることが確認で

きることから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保

険料を納付することができない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、その夫と結婚する前から度々一緒に保険料を納付し

ていたと申述しているところ、オンライン記録において、申立人とその

夫の保険料の収納年月が一致するのは結婚した後の平成２年 11 月からで

あることが確認できる。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3241 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 63 年 12 月から平成２年４月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63 年 12 月から平成２年４月まで 

    私は、昭和 63 年 12 月にＡ社を退職し、平成２年５月にＢ社に再就職

するまでの期間の国民年金保険料を納付していたのに、申立期間の保険

料が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職後にＣ市の実家に戻り、再就職するまでの期間の

国民年金保険料をＣ市役所内の金融機関で納付していたと主張している

ところ、オンライン記録において、申立期間は国民年金に当初未加入の

期間であったが、平成６年 10 月に厚生年金保険の被保険者記録に基づき

国民年金の被保険者資格記録を追加処理したことにより生じた国民年金

の未納期間であり、この時点で、申立期間は時効により保険料を納付す

ることはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3119 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 24 年 10 月５日から同年 11 月５日まで 

             ② 昭和 33 年７月頃から同年８月１日まで 

             ③ 昭和 35 年９月 17 日から同年 11 月 16 日まで 

    私は、申立期間①は、Ａ社において事務所のＢ（職種）として勤務し

ていたが、同社での厚生年金保険の資格取得日が昭和 24 年 11 月５日に

なっているので、訂正してほしい。申立期間②は、Ｃ社Ｄ工場において

Ｅ（作業）をしていたが、同社での厚生年金保険の資格取得日が 33 年

８月１日になっているので、訂正してほしい。申立期間③は、Ｆ社Ｇ営

業所においてＨ（職種）をしていたが、同社での厚生年金保険の資格取

得日が 35 年 11 月 16 日になっているので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ａ社の社史に掲載されている「年次別社員入

社・退社一覧表」により、申立人は、昭和 24 年 10 月５日に同社に入社

し、申立期間①において同社に勤務していたことは確認できる。 

しかし、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、年次別社員入社・退社一覧表に記載されている昭和 22 年から 24

年までの間に入社した社員 34 名（申立人は 24 年入社）の被保険者資格

の取得状況をみると、入社日と同日に資格取得している者が 11 名、入

社月と同月に資格取得している者が２名、入社月から１か月又は２か月

遅れて資格取得している者が 20 名、資格を取得していない者が１名と

なっていることが確認でき、申立期間①当時、当該事業所は、全ての従

業員を入社後すぐに厚生年金保険に加入させる取扱いをしていなかった

ことがうかがわれる。 



  

また、Ａ社は、「当時の関係資料は、文書保存期間が経過したため

廃棄しており、厚生年金保険料の控除については不明である。」と回答

していることから、申立人の申立期間①当時の保険料の控除について確

認できない。 

さらに、年次別社員入社・退社一覧表に記載されている社員のうち、

申立人が氏名を挙げた 23 名を調査したところ、所在が確認できた６名

のうち４名は、申立人のことを覚えていたが、申立人の申立期間①当時

の雇用実態について証言を得ることはできない。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間①に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は

無い。 

このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、元同僚の証言により、申立人は申立期間②に

Ｃ社Ｄ工場に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立人が氏名を挙げた元同僚のうち回答のあった２名及び

当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立期間

②に被保険者資格を有する元同僚のうち回答のあった５名の計７名のう

ち５名は、申立期間②当時、当該事業所には試用期間があったと回答し

ているところ、本人が記憶する入社時期に被保険者資格を取得している

者が４名、入社時期から１か月遅れて資格を取得している者が３名確認

できることから、当該事業所では、申立期間②当時、全ての従業員を入

社後すぐに厚生年金保険に加入させる取扱いをしていなかったことがう

かがわれる。 

また、Ｃ社Ｄ工場は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

おり、当時の工場長も所在が不明である上、同社本社も適用事業所でな

くなっており、事業主も不明であることから、申立人の申立期間②当時

の保険料の控除について確認できない。 

さらに、同社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間②に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は

無い。 

このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間③については、申立人から提出された在職期間証明書（Ｆ社

が申立人に発行）及び同社から提出された社員名簿により、申立人が申

立期間③にＦ社に勤務していたことは確認できる。 



  

しかし、当該事業所の社員名簿により、申立人は、昭和 35 年９月 17

日に試雇され、同年 11 月 16 日に「Ｉ（階級）」として採用されている

ことが確認できるところ、Ｆ社は、「申立人の 35 年９月 17 日から同年

11 月 15 日までの期間は、試雇期間であり、保険料は控除していな

い。」と回答している。 

また、当該事業所から提出された健康保険厚生年金保険被保険者資

格取得確認および標準報酬決定通知書により、申立人が、昭和 35 年 11

月 16 日に被保険者資格を取得していることが確認でき、オンライン記

録と一致する。 

さらに、昭和 35 年９月にＦ社にＨ（職種）として申立人と同期入社

した元同僚２名は、「試雇期間が２か月ほどあった。」と供述しており、

Ｆ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、いずれも、試

雇期間を経て同年 11 月 16 日に資格取得していることが確認でき、申立

人の資格取得日と一致する。 

加えて、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間③に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は

無い。 

このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3120（事案 1278 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 23 年１月１日から 25 年３月 20 日まで 

私は、昭和 22 年２月１日から 35 年４月 20 日までＡ事業所（26 年に

Ｂ社に名称変更）に勤務したが、社会保険庁（当時）の記録によると、

申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、複数の元同僚に照会したところ申立

期間において申立人が継続して勤務していたとの証言を得ることができな

い上、申立期間当時、Ｃ事業所を申立人と一緒に設立した元同僚も申立人

と同様の期間についてＢ社における加入記録が無いことなどから、申立人

が申立期間において厚生年金保険料を給与から控除されていたことをうか

がわせる事情等は見当たらないとする当委員会の決定に基づき、平成 21

年 11 月 12 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

今回の申立てにおいて申立人は、新たに元同僚二人の「申立人が申立期

間にＢ社に勤務していた。」旨の証言書を提出し、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしいと主張しているものの、当該元同僚はいず

れも、申立期間において、Ｂ社における厚生年金保険の加入記録が無いこ

とから、申立人が申立期間において同社に勤務していたことを確認するこ

とはできず、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められ

ない。 

また、申立人から前回の申立てと同様に継続勤務を証明する資料として、

実用新案登録に関する書類、商標に関する書類及びその他業務に関する書

類が提出されているものの、唯一申立人の氏名が記載されている出張先か



  

らの手紙の日付は、申立期間後の昭和 25 年８月４日となっている上、他

の書類には、申立人の氏名は記載されていないことから、申立人が申立期

間において継続して勤務していたことを確認できる資料とは認められない。 

さらに、当該事業所の最後の代表取締役であった申立人は、「申立期間

当時の保険料控除を確認できる賃金台帳、源泉徴収票等は処分して無

い。」と供述しており、申立人の申立期間における保険料の控除について

確認できない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人は厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3121 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年４月１日から 35 年９月１日まで 

    私は、中学卒業後、集団就職により、昭和 33 年４月１日にＡ社に正

社員として入社したが、入社から 35 年９月１日までの厚生年金保険の

加入記録が欠落していることは納得できない。申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言により、申立人が申立期間にＡ社に勤務していた

ことは推認できる。 

しかし、申立人が同時期に集団就職で入社したとして氏名を挙げた元

同僚は、オンライン記録によると、入社から１年６か月後の昭和 34 年９

月１日に当該事業所で厚生年金保険の被保険者資格を取得しており、ま

た、申立人が氏名を挙げた別の元同僚は、「私は、34 年３月に高校を卒

業して入社した。」と供述しているところ、その１年３か月後の 35 年５

月 25 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

これらのことから判断すると、当該事業所では、申立期間当時、従業

員を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、入社して

から相当期間経過後に加入させていたことがうかがえる。 

また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当

時の事業主も所在が不明であり、当時の関係資料の所在が不明であること

から、申立人の申立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認できな

い。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3122 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年７月15日から同年11月26日まで 

    私は、昭和50年７月15日から63年11月末日まで、Ａ社に勤務した。同

社における厚生年金保険被保険者の資格取得日が50年11月26日となって

いることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された社員管理表の社内データ及び申立人から提出された

在籍確認証明書（同社が申立人に発行）により、申立人は、申立期間に同

社に勤務していたことは確認できる。 

しかし、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と

同日（昭和50年11月26日）に厚生年金保険の被保険者資格を取得している

ことが確認できる元同僚３名は、いずれも、昭和50年６月又は同年７月頃

に入社した旨供述していることから、当該事業所では、申立期間当時、従

業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、入社して

から一定期間経過後に加入させていたことがうかがわれる。 

また、当該元同僚のうち１名は、Ａ社に入社後も、同社で厚生年金保険

に加入するまでの間、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付している

ことが確認できる。 

さらに、雇用保険の加入記録において、申立人は、昭和50年11月26日に

Ａ社における被保険者資格を取得しており、オンライン記録と一致する。 

加えて、当該事業所は、「社員管理表のほかに、当時の資料は保存して

いない。」と供述していることから、申立人の申立期間当時の厚生年金保

険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3123 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年から 35 年８月１日まで 

私は、19 歳である昭和 26 年頃、叔母の紹介でＡ社（現在は、Ｂ社）

に入社したが、同社における厚生年金保険被保険者の資格取得日が 35

年８月１日になっているので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言により、勤務期間について特定することができない

ものの、申立人は、申立期間当時、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、当該事業所は、昭和35年８月１日に

厚生年金保険の適用事業所になっており、申立期間は適用事業所になる前

の期間である。 

さらに、Ｂ社は、「当社の創業は、昭和 29 年であり、社会保険の資格

を取得したのは、35 年８月１日である。それ以前から厚生年金保険料を

控除していたということは無かったと思う。」と回答している。 

加えて、Ｂ社は、「申立期間当時の事業主は既に死亡し、当時の関係書

類は保存していない。」と回答していることから、申立人の申立期間当時

の保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3124 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から同年５月１日まで 

私は、平成３年６月１日から７年８月末までＡ社Ｂ支社にＣ（職

種）として勤務したが、申立期間に厚生年金保険の加入記録が無い。給

与から厚生年金保険料を控除されていたので厚生年金保険の加入記録が

無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ支社の回答により、申立人が、申立期間に当該事業所に勤務して

いたことは確認できる。 

しかし、当該事業所は、「申立人は、申立期間に嘱託のＣ（職種）とし

て、在籍していたが、嘱託は社会保険不適用資格者であったため、社会保

険料を控除していなかった。」と回答している。 

また、当該事業所から提出された社会保険被保険者台帳により、申立人

は、申立期間前の平成７年１月１日に資格を喪失し、同年１月10日に健康

保険証が回収されていることが確認できる上、申立期間後の同年５月１日

に資格を再取得していることが確認できる。 

さらに、当該事業所から提出された「健康保険厚生年金保険被保険者資

格喪失確認通知書」及び「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認お

よび標準報酬決定通知書」により、事業主は、申立人が平成７年１月１日

に厚生年金保険の資格を喪失した旨の届出及び同年５月１日に資格を取得

した旨の届出を、それぞれ社会保険事務所（当時）に提出していることが

確認できる。 

加えて、オンライン記録により、申立人は、申立期間のうち、平成７年

３月及び同年４月に国民年金第３号被保険者となっていることが確認でき



  

る上、申立人から提出された国民年金保険料現金領収証書により、９年３

月25日に申立期間のうち過年度納付が可能な７年２月分を納付しているこ

とが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3125 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 44 年８月まで 

私は、昭和 36 年２月から 44 年８月 15 日まで、Ａ市Ｂ区のＣ事業所

に正社員として勤めたが、40 年４月以降の標準報酬月額が給料に比べ

て低くなっているので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬

月額を改定又は決定し記録の訂正及び保件給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額の

いずれか低い方の額を認定することになる。 

しかし、申立人から提出された申立期間の後半部分に係る給与支払明細

書（昭和 43 年１月から同年６月まで、同年８月から 44 年８月まで）によ

り、申立人は、当時、３万 2,500 円から３万 9,500 円の給料が支給されて

いるが、厚生年金保険料の控除額に見合う標準報酬月額は、１万 8,000 円

から２万円となっており、オンライン記録上の標準報酬月額と同額である

ことが確認できる。 

また、申立期間のうち、給与支払明細書の無い期間については、申立て

どおりの保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人がその主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3126 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 22 年 10 月から 24 年４月１日まで 

    私は、昭和 22 年 10 月から 25 年５月 31 日までＡ事業所に勤務してい

た。22 年 10 月から 24 年３月までの期間について厚生年金保険の加入

記録が無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 22 年 10 月からＡ事業所に勤務していた。」と主張し

ているところ、当該事業所が保管する申立人の履歴書の作成日が同年８月

18 日となっていることから、申立期間において申立人が当該事業所に勤

務していたことは推認できる。 

   しかしながら、オンライン記録及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿

により、当該事業所が厚生年金保険の新規適用事業所になったのは、昭和

24 年４月１日であることが確認できる上、当該事業所は、「厚生年金保

険の新規適用は 24 年４月１日であり、それ以前は厚生年金保険に加入し

ていなかった。」と回答していることから、申立期間は厚生年金保険の適

用事業所になる前の期間である。 

   また、申立人が氏名を挙げた複数の元同僚も、申立期間において当該事

業所に係る厚生年金保険の被保険者記録は無い。 

   さらに、当該事業所は、「履歴書以外の関係資料は保存されておらず、

申立人の勤務実態、厚生年金保険の届出及び厚生年金保険料の納付は不明

である。」と回答しており、ほかに申立人の申立期間における保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3127 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20 年４月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に昭和 20 年４月１日に入社し、

平成３年２月 28 日に退職するまで、継続して勤務し厚生年金保険料を

控除されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が申立人に交付した在籍証明書から判断すると、申立人は、申立

期間当時、Ａ社Ｃ支店に勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

よれば、昭和 20 年４月１日から同年 10 月１日までに厚生年金保険の被保

険者資格を取得している者が 98 名確認でき、うち同年 10 月１日に資格を

取得している者は申立人を含む 67 名であり、同年４月１日に資格を取得

している者は１名だけである。 

   また、昭和 20 年 10 月１日に資格を取得している 67 名のうち、厚生年

金保険の被保険者期間に欠落があると証言している申立人を除く９名につ

いて、Ｂ社に入社日を照会したところ、入社日が不明の４名を除く５名の

入社日が資格取得日より前であったことが確認できる。 

   さらに、上記厚生年金保険の被保険者期間に欠落があったと証言してい

る９名のうち５名は、「申立期間当時は試用期間があり、戦中戦後の混乱

期でもあり、厚生年金保険の加入手続が遅れ、一定期間後に一括して加入

手続をしたのではないか。」と供述していることから、事業主は、申立人

を含むＡ社Ｃ支店で採用した職員については、入社後すぐに厚生年金保険

の資格取得の手続を行っていなかったことがうかがえる上、連絡が取れた



  

元同僚が所持している厚生年金保険被保険者証の資格取得日は昭和 20 年

10 月１日と記載されており、オンライン記録と一致している。 

   加えて、当該事業所は、「申立人の申立期間における厚生年金保険料の

控除については不明である。」と回答している上、ほかに申立期間におけ

る保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3128 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20 年４月１日から同年 10 月１日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に昭和 20 年４月１日に入社し、

38 年４月 15 日に退職するまで、継続して勤務し厚生年金保険料を控除

されていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主が申立人に交付した在籍証明書、申立人が所持する社員手帳から、

申立人は、申立期間当時、Ａ社Ｃ支店に勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

よれば、昭和 20 年４月１日から同年 10 月１日までに厚生年金保険の被保

険者資格を取得している者が 98 名確認でき、うち同年 10 月１日に資格を

取得している者は申立人を含む 67 名であり、同年４月１日に資格を取得

している者は１名だけである。 

   また、昭和 20 年 10 月１日に資格を取得している 67 名のうち、厚生年

金保険の被保険者期間に欠落があると証言している申立人を除く９名につ

いて、Ｂ社に入社日を照会したところ、入社日が不明の４名を除く５名の

入社日が資格取得日より前であったことが確認できる。 

   さらに、上記厚生年金保険の被保険者期間に欠落があったと証言してい

る９名のうち５名は、「申立期間当時は試用期間があり、戦中戦後の混乱

期でもあり、厚生年金保険の加入手続が遅れ、一定期間後に一括して加入

手続をしたのではないか。」と供述していることから、事業主は、申立人

を含むＡ社Ｃ支店で採用した職員については、入社後すぐに厚生年金保険

の資格取得の手続を行っていなかったことがうかがえる上、申立人が所持



  

している厚生年金保険被保険者証の資格取得日は昭和 20 年 10 月１日と記

載されており、オンライン記録と一致している。 

加えて、当該事業所は、「申立人の申立期間における厚生年金保険料の

控除については不明である。」と回答している上、ほかに申立期間におけ

る保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案3129 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年10月から36年８月まで 

    私は、昭和35年10月からＡ事業所Ｂ（部門）に臨時雇用員として勤務

したが、36年９月１日にＣ共済組合に加入するまでの期間、厚生年金保

険の加入記録が無い。提出したＢ（部門）の人事記録にもあるとおり、

その期間は間違いなく同部門内で働いていたので、厚生年金保険に加入

していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＢ（部門）における申立人に係る人事記録により、

申立人は、申立期間において、当該事業所に臨時雇用員及び試用員として

勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、Ｄ法人は、「『規定』により、Ａ事業所で臨時雇用員及

び試用員を厚生年金保険へ加入させることが制度化したのは38年10月１日

以降であることから、申立期間において申立人を厚生年金保険に加入させ

ることはない。」と回答している。 

   また、Ｂ（部門）が厚生年金保険の新規適用事業所となったのは、昭和

38年11月１日であり、申立期間は適用事業所になる前の期間である。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

千葉厚生年金 事案 3130 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10 年４月１日から 11 年４月１日まで 

私は、平成８年６月に、Ａ社に入社し、10 年４月頃に当時の総務課

長から、社会保険に入れておいたからとの説明を受けた。また、11 年

１月から同年３月までの給与明細書により、社会保険料が控除されてい

ることが確認できることから、申立期間に厚生年金保険の被保険者記録

が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成 11 年１月から同年３月までの給与明細書に

より、申立人が、申立期間にＡ社に勤務していたことは確認できる。 

しかし、厚生年金保険への加入可能年齢の上限は、昭和 61 年４月から

平成 14 年３月まで 64 歳だったところ、申立人は、当該事業所に入社した

10 年４月１日時点において 67 歳であり、制度的に厚生年金保険に加入す

ることができない。 

また、当該事業所から提出された申立人に係る「健康保険厚生年金保険

被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」及び「健康保険厚生年

金保険被保険者資格喪失確認通知書」において、厚生年金保険の記号番号

欄の記載は無く、健康保険のみの届出となっていることが確認できる。 

さらに、申立人から提出された平成 11 年１月から同年３月の給与明細

書の社会保険料の合計額は健康保険料額と一致し、厚生年金保険料は控除

されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

千葉厚生年金 事案 3131 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20 年７月２日から同年 12 月 31 日まで 

私の母は、昭和 19 年 10 月１日から 20 年 12 月までＡ社Ｂ工場（現在

は、Ｃ社）に継続して勤務していたのに、同年７月２日から同年 12 月

までの厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので調査してほしい。 

（注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主から提出された健康保険被保険者資格喪失届により、申立人が昭

和 20 年７月２日に資格を喪失したことが確認でき、当該事業所に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録及びオンライン記録と一致する。 

また、申立人の子は、申立人の元同僚の氏名を覚えていないことから、

上記被保険者名簿により、当該事業所において申立期間当時に被保険者資

格を有する者に照会したところ、連絡の取れた元同僚二人は申立人のこと

を覚えていたが、勤務していた期間について供述を得ることはできず、勤

務期間を特定することができない。  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3132 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 30 年９月１日から 31 年５月１日まで 

    私がＡ区ＢにあるＣ社Ｄ（部門）に勤務した期間は、Ｅ事業所勤務の

人事記録に記載されている欄によると、昭和 30 年９月から 34 年６月ま

でであるが、厚生年金保険の加入記録は 31 年５月からとなっており、

30 年９月から 31 年４月までの期間について厚生年金保険の被保険者記

録を調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｅ事業所の人事記録の備考欄に、申立人が昭和 30 年９月にＣ社Ｄ（部

門）に入社し、34 年６月に退社した旨が記載されていること、及び元同

僚の供述により、申立人が申立期間に当該事業所に勤務していたことは推

認できる。 

   しかし、Ｃ社Ｄ（部門）は、昭和 31 年５月１日に厚生年金保険の新規

適用事業所となり、申立期間は適用事業所となる前の期間である。 

また、当該事業所の事業所別被保険者名簿において、当該事業所が厚生

年金保険の新規適用事業所となった昭和 31 年５月１日に申立人を含む 11

名が同時に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる

ところ、元同僚２名は、資格を取得した８か月及び２年 11 か月前に入社

したとそれぞれ供述している。 

さらに、上記元同僚の１名は、「入社してからしばらく厚生年金保険に

加入していなかったが、会社から従業員が５名以上になったので厚生年金

保険に入らなくてはいけなくなったと説明を受けた。」、「経理担当者か

ら今後は給与から厚生年金保険料を控除することになるとの説明があっ

た。」と供述している。 



 

  

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3133 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年７月８日から 49 年２月 12 日まで 

     私は、昭和 46 年７月から 49 年２月まで、Ａ区ＢにあるＣ事業所又

はＤ社に勤務していたが、この期間の厚生年金保険の被保険者記録が

欠落していることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録において、事業所名は不明であるが、昭和 47 年１

月５日から 48 年 10 月 11 日までの加入記録があることから、申立人が申

立期間にＣ事業所又はＤ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録において、申立人が主張するＡ区ＢにあるＣ事

業所及びＤ社という適用事業所は確認できない。 

   また、申立人は元事業主の氏名について姓のみの記憶のため、個人を特

定することができないことから聞き取り調査等を行うことができず、申立

人の厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

   さらに、申立人が氏名を挙げた元同僚についてオンライン記録を調査し

たところ、同姓同名の者が３名該当したが、うち２名はＥ県及びＦ県の事

業所の厚生年金保険の加入記録であり、ほかの１名は国民年金の記録のみ

であり、申立人が当該事業所に勤務していたと主張する元同僚の記録を確

認できないことから、申立人の保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3134 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31年２月 10日から 32年４月 1日まで 

             ② 昭和 33年 11月 1日から 37年２月 1日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）の記録によると、昭和 37 年６月６日

に脱退手当金を受給したことになっているが、Ａ社を退職してから会社

から呼び出されたことはなく、会社に脱退手当金を取りに行ったことは

ない。脱退手当金をもらった覚えは無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る最後の事業所であるＡ社の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱支

給済」の表示があるとともに、脱退手当金の支給額は、申立期間①及び②

を対象として計算されており、当該事業所の厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約４か月後の昭和 37 年６月６日に支給決定されている上、社会

保険出張所（当時）の、「厚生年金保険脱退手当金支給報告書」には、申

立期間に係る脱退手当金の支給額や裁定日及び支給決定日が記載されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金を受給した記憶が無いとい

うほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たら

ない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3135（事案 1635 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月１日から 44 年 12 月 21 日まで 

    私は、Ａ社に昭和 39 年４月１日から 44 年 12 月 20 日まで勤務し、結

婚のため退社したが、脱退手当金を受け取った記憶は無く、ねんきん特

別便で申立期間の脱退手当金が支給されたことになっていることは納得

できないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において脱退手当金の支給を意味する「脱」が押されていること、

申立人が所持している「再交付 46．２．１」と押された厚生年金保険被

保険者証に脱退手当金の支給を意味する「脱」が押されていること、申立

期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りはないこと等を理由として、既

に当委員会の決定に基づき平成 22 年３月 10 日付けで年金記録の訂正は必

要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、同期入社の複数の元同僚を調査してほしいと主張し、

当委員会では当該元同僚のうち連絡の取れた複数の元同僚から証言を得た

が、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、ほかに当委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人

は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはでき

ない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3136 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 23 年９月から同年 11 月まで 

             ② 昭和 24 年１月から同年５月１日まで 

    私は、昭和 23 年９月から同年 11 月まで、Ａ県Ｂ郡Ｃ町（現在は、Ｄ

市）の船舶所有者Ｅ氏（現在は、Ｆ社）のＧ丸に乗船し、漁に従事して

いたが、当該期間が船員保険に未加入となっている。また、24 年１月

から同年５月 30 日まで、Ｈ市のＩ社所有のＪ丸に乗船し漁に従事して

いたが、船員保険の資格取得日は同年５月１日と記録されている。両申

立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人の当該期間における同僚の氏名等に関

する具体的な記憶から、申立人が当該期間において、船舶所有者Ｅ氏の

Ｇ丸に乗船していたことは推認できる。 

    しかしながら、当該船舶所有者は昭和 26 年 10 月１日に船員保険の適

用となっており、申立期間①当時は船員保険の適用でなかった期間であ

ることが確認できる。 

    また、Ｆ社の事業主は、「漁業部門は、昭和 31 年に閉鎖しており、

当時の資料は残っていないため、申立人の勤務実態及び船員保険料の控

除については確認することはできない。」と回答している。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間①に係る船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

  

 

  ２ 申立期間②については、申立人の当該期間における同僚の氏名等に関

する具体的な記憶から、申立人が当該期間において、Ｉ社のＪ丸に乗船

していたことは推認することができる。 

    しかしながら、当時の同僚は、申立人を記憶していない上、当該船舶

所有者の当時の取締役は所在が不明であることから、船員保険の当時の

加入状況について確認することができない。 

    また、船員保険被保険者名簿及び申立人の船員保険被保険者台帳に、

申立期間に係る資格取得日を遡及して訂正するなどの不自然な点は見受

けられない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間②に係る船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3137 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年頃から 57 年９月１日まで 

    私は、昭和 52 年頃からＡ県Ｂ市（現在は、Ｃ市）のＤ社に勤務して、

Ｅ（作業）などに従事していた。少なくとも５、６年は勤務したと思う

が、厚生年金保険の加入記録が 57 年９月１日から同年 10 月 10 日まで

しかないのはおかしいと思うので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 52 年頃から 57 年 10 月 10 日までＤ社において、Ｅ

（作業）などに従事し、その間、厚生年金保険に加入していた。」と主張

している。 

   しかしながら、当該事業所の事業主は、「当時の資料等が保存されてお

らず、申立人の勤務実態等については不明である。」と回答している上、

当時の事業主は既に死亡していることから当時の状況を確認できない。 

   また、申立人が記憶している元同僚３名のうち２名は既に死亡しており、

１名は所在不明であることから申立人の勤務実態について確認することが

できない。 

   さらに、オンライン記録により、申立人は、申立期間の一部（昭和 53

年４月から 57 年９月１日まで）において国民年金の申請免除をしている

ことが確認でき、申立人の妻も同時期に国民年金の申請免除をしている記

録が確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 24 年７月 25 日から 25 年３月１日まで 

    私は、昭和 23 年５月７日から 25 年 10 月７日までＡ市に所在したＢ

社Ｃ工場（現在は、Ｂ社が業務を承継）に勤務し、その間終始厚生年金

保険に加入していたはずであるが、24 年７月 25 日から 25 年３月１日

までの加入期間が欠落しているので調査の上回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 23 年５月７日から 25 年 10 月７日まで、Ｂ社Ｃ工場

に継続して勤務し厚生年金保険に加入していた。」と主張している。 

しかし、申立人と同様に、当該事業所において昭和 24 年７月 25 日に厚

生年金保険被保険者資格を喪失し、25 年３月１日に被保険者資格を再取

得している元同僚夫婦及び 24 年７月 25 日に被保険者資格を喪失している

元同僚は資格喪失理由について、「当該事業所は業績の悪化を理由に閉鎖

されることになり解雇された。」、「解雇された数か月後に同社から呼び

戻され、再雇用された。」と供述している上、Ｂ社は、「詳細は不明であ

るが、社内報に掲載されている社歴には、『1950 年からＣ工場を再開』

と記述されている。」と回答している。 

   また、事業主は、申立人の申立期間について、「当時の記録が保存され

ていないため不明で厚生年金保険料の控除について確認できない。」と回

答している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3139 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年１月頃から 41 年１月頃まで 

    私は、Ａ市内にあったＢ事業所に、昭和 38 年頃から 41 年頃まで勤務

していた。そのときの厚生年金保険の加入記録が無いので調査をしてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間において、Ｂ事業所に勤務し、厚生年金保険に加

入していた。」と主張している。 

しかし、当該事業所の所在地を管轄する法務局において法人登記を調査

したが、当該事業所の確認はできない上、オンライン記録においても、Ｂ

事業所の名称では厚生年金保険の適用事業所は確認できない。 

   また、昭和 23 年頃から 41 年頃まで申立人と同様の業務に就いていた元

同僚は、「Ｂ事業所は厚生年金保険に加入していなかったし、給与から厚

生年金保険料は控除されていなかった。」と供述している上、オンライン

記録から、当該元同僚も申立期間において厚生年金保険の加入記録は無い

ことが確認できる。 

   さらに、当該事業所の元事業主の妻は、「申立期間当時の書類は会社が

火災に遭った時に焼失したと思う。」と供述しているところ、当該事業所

が所在した住所近辺の商店では、｢Ｂ事業所は倒産する前に火事になっ

た。｣と証言している上、オンライン記録で元事業主及びその妻は、申立

期間において厚生年金保険の加入記録が無いことが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主から控除されていたと認めることはできない。



 

  

千葉厚生年金 事案 3140 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年 10 月頃から 34 年３月頃まで 

             ② 昭和 34 年６月頃から 39 年 10 月頃まで 

             ③ 昭和 39 年 11 月頃から 40 年６月頃まで 

    私は、昭和 33 年 10 月頃から 34 年３月頃まで、Ａ区ＢにあったＣ社

に住み込みでＤ（職種）として勤務した。その後、34 年６月頃から 39

年 10 月頃まで、Ｅ市ＦにあったＧ社に当初はＤ（職種）として、38 年

以降は、Ｈ（職種）として勤務した。さらにその後、昭和 39 年 11 月頃

から 40 年６月頃まで、Ｉ（地名）の近くにあったＪ社に主にＫ（職

種）として勤務した。それぞれの期間の厚生年金保険の加入記録が無い

ので調査して厚生年金保険の加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、「昭和 33 年 10 月頃から 34 年３

月頃まで、Ｃ社に勤務して、厚生年金保険料を給与から控除されてい

た。」と主張している。 

    しかしながら、オンライン記録において、申立期間①当時、「Ｃ社」

の名称で厚生年金保険の適用事業所は確認できない上、所在地を管轄す

る法務局において商業登記の記録は確認することができない。 

    また、申立人は元事業主及び元同僚の氏名を記憶していないことから、

元同僚等に聞き取り調査を行うことができず、申立人の勤務実態につい

て確認することができない。 

    このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、「昭和 34 年６月頃から 39 年 10

月頃まで、Ｇ社に勤務して、厚生年金保険料を給与から控除されてい



 

  

た。」と主張している。 

    しかしながら、オンライン記録において、申立期間②当時、「Ｇ社」

の名称で厚生年金保険の適用事業所は確認できない上、所在地を管轄す

る法務局において商業登記の記録は確認することができない。 

    また、申立人は元事業主及び元同僚の氏名の一部しか記憶していない

ことから、個人を特定することができず、元同僚等に聞き取り調査を行

うことができないことから、申立人の勤務実態について確認することが

できない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間③については、申立人は、「昭和 39 年 11 月頃から 40 年６

月頃まで、Ｊ社に勤務して、厚生年金保険料を給与から控除されてい

た。」と主張している。 

    しかしながら、オンライン記録において、申立期間③当時、「Ｊ社」

の名称で厚生年金保険の適用事業所は確認できない上、所在地を管轄す

る法務局において商業登記の記録は確認することができない。 

    また、申立人が元事業主であると氏名を挙げた者は所在不明であるこ

とから、申立人の申立期間③における厚生年金保険の適用状況について

確認することはできない。 

    さらに、申立人は元同僚の氏名を記憶していないことから、元同僚に

聞き取り調査を行うことができず、申立人の勤務実態について証言を得

ることができない。 

    このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ オンライン記録によると、申立人は申立期間②の途中である昭和 38

年２月に国民年金の被保険者資格を取得し、同年２月から申立期間③を

含む 54 年 11 月までの国民年金保険料について、一部期間を除き納付し

ていることが確認できる。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 


